
～きれいな街「尾道」を
　もっときれいに～

【尾道・御調・向島地区】
【因島地区（原・洲江含む）】
【瀬 戸 田 地 区】

清 掃 事 務 所 （☎0848-48-2900）
南部清掃事務所 （☎0845-24-0432）
南部清掃事務所瀬戸田分所 （☎0845-27-0454）

問

問

問
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施設工事のため　
ごみ減量のお願い

　尾道市クリーンセンターでは、焼却
施設の延命化と二酸化炭素排出量の
削減を目的として改良工事を実施して
います。
　特に10月2日㈪～11月10日㈮の期
間中は、焼却炉の1炉を停止して工事
を行います。その間、処理しきれない可
燃ごみは外部に処理委託の予定です。
　皆さんには、より一層のごみ減量に
ご協力をお願いします。
問衛生施設センター
　（☎0848-48-2900）

10月の出張販売
因島総合支所1階ロビー
瀬戸田市民会館前駐車場
道の駅クロスロードみつぎ
市民センターむかいしま

10：30～14：00
10：30～14：00
10：00～14：00
9：50～12：30

10／10㈫
10／11㈬
10／13㈮
10／21㈯

10／ 1 ㈰ 10：00～15：00

（☎0848-48-2212）
10：00～16：30／月・祝日休館環境資源リサイクルセンター

料1区画1,000円　
募集店数：5店

「祝日」・「休日」のごみ収集 毎月1日は「門前清掃の日」です

フリーマーケット〈出店者募集〉

　必ず分別をして持ち込んでください。（資源物・粗大ご
みを含む）
※向島クリーンセンター・因島リサイクルセンターは休
日の持込受付はありません。

　月・木曜が「燃やせるごみの収集地域」のみ収集しま
す。
※燃やせるごみ以外の収集はお休みです。
※ 9月18日㈷のごみ持込受付はありません。

9月の「休日」のごみ持込受付（対象は家庭ごみです）

9月18日「敬老の日」のごみ収集

　月・木曜が「燃やせるごみの収集地域」のみ収集します。
※燃やせるごみ以外の収集はお休みです。
※10月 9日㈷のごみ持込受付はありません。

10月 9日「体育の日」のごみ収集

8 ：30～11：00

8 ：30～12：00

23日㈯

24日㈰

御調清掃センター
尾道市クリーンセンター
南部清掃事務所
瀬戸田名荷埋立処分地

13：30～

13：30～14：30

13：30～15：00

10：30～12：00

料100円（イス）、300円＋実費（自転車）　定 3人
持張り替え用布、スポンジ、修理用自転車など

定10人　持米のとぎ汁（活性液）

料600円　定10人　持ダンボール2個

料200円　定10人　持ビニール手袋

イスの布カバー張り替え教室・
自転車かんたん修理教室

EMボカシ・EM活性液講習会

ダンボールコンポスト講習会

天ぷら油で石けんをつくろう

9 ／17㈰

9 ／20㈬

10／ 5 ㈭

10／ 6 ㈮

　ミツバチの群は、「養蜂振興法」や「広島県みつばち転飼条例」で適正配
置が定められており、趣味の飼育であっても、県知事へ届け出なくては
いけません。
■初めて飼育する、飼育場所を変更する、群数を増やす場合
　「飼育届」を、毎年 1月31日までに提出
※事前に近隣の飼育者と、場所や規模に問題が無いか話し合ってください。
■広島県養蜂組合の組合員以外の人で、既に飼育しているミツバチを
　移動して飼育する場合
　「転飼許可申請書」を前年 9月30日までに提出
問広島県東部畜産事務所（☎084-921-1311）

ミツバチを飼っている、これから飼いたいと考えている人へ
飼育には届け出が必要です

くらしの窓 市からのお知らせ
＜第6次尾道市行財政改革（前期実施計画）の成果＞

◆第6次尾道市行財政改革大綱前期実施計画
　（平成26～ 28年度）

◆財政状況が改善されました

【 3 つの基本方針；主な取組内容】

（1）財政の健全化
■市長、副市長および教育長の給与カット等、義務的経費および経常的経費の抑制　
■遊休地の売却、賃貸の推進による、歳入確保と管理経費の削減　
■電力供給事業者選定への入札実施等、光熱水費の節減

（2）効率的な行政運営
■定員適正化計画の着実な実行による、組織機構の簡素合理化　
■公共施設等総合管理計画の策定等、公共施設マネジメントの推進　
■尾道市人材育成基本方針に基づき、職員が自ら学ぶ意欲の喚起・支援

（3）市民と行政の新たな関係によるまちづくり
■地域防災リーダー育成やまちづくり活動発表会開催など協働のまちづくりの推進　
■市ホームページのリニューアル等、広報の充実、強化　
■市職員一人ひとりの積極的な地域活動への参加促進

   

「節減額」
約19.0億円

H25年度
1,165人

H28年度
1,083人

普通会計 職員数
82人減

人件費の抑制

679.5億円

661.5億円

H25年度 H28年度

実質公債比率※1

将来負担比率※2

9.0%
58.6%

7.0%
35.5%

H28H25

（※1）市の一般会計等の支出のうち、公債費や公債費に準
じた経費が市の標準財政規模に対して占める割合の3年
間の平均値。

（※2）一般会計等が将来負担すべき実質的な負債を市の標
準財政規模と比べた場合の比率。

問職員課（☎0848-38-9461）


